
個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 本人から収
集

本人

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 本人から収
集

本人

管理番号 荒川市民福祉課01
事務の名称 何でも投書箱事務（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 市政に対する意見・要望等を受け付ける。

事務の根拠法令等 「何でも投書箱」実施要領

対象者の範囲 投書した者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 その他 本人、町会
長

(1)本人の同
意があると
き。

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 有(2)
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 有(2)
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日 有(1)
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号 本人から収

集
本人 有(2)

32 ◯ 一般的 社会生活等 職業
33 ◯ 一般的 社会生活等 職歴 有(1)
36 ◯ 一般的 社会生活等 賞罰 有(1)
37 ◯ 一般的 社会生活等 成績
38 ◯ 一般的 社会生活等 評価

管理番号 荒川市民福祉課02
事務の名称 町会長協議会・自治会連合会事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 荒川総合支所管内の町会長会議の開催など町会長への連絡。町会内の区長への連絡。

事務の根拠法令等 秩父市町会長協議会規約、秩父市自治会連合会規約

対象者の範囲 町会長及び区長

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 有
基本項目備考１ 総務課 基本項目備考２ 一般の個人又は団体
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和4年12月28日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号

管理番号 荒川市民福祉課03
事務の名称 町会・コミュニティ事業各種補助金交付事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 まちづくり交付金、一般コミュニティ事業補助金又は集会所等建設事業補助金の交付の可否を決定し、申請団体へ通知するた

め。

事務の根拠法令等 秩父市まちづくり交付金交付要綱、（一般）自治総合センターコミュニティ助成事業実施要綱、秩父市集会所等建設補助金交
付要綱

対象者の範囲 申請団体の代表者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和4年12月28日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市財産
規則第25条

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市財産
規則第25条

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市財産
規則第25条

7 ◯ 一般的 基本的事項 本籍 その他 本人、実施
機関内（市
民課）、他
の官公庁
（他自治体
戸籍担当部
署）

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市財産
規則第25条

原則として
本人から収
集するが、
必要に応じ
実施機関内
及び他の官
公庁から収
集

9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市財産
規則第25条

10 ◯ 一般的 基本的事項 その他 その他 本人、法務
局

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市財産
規則第25条

不動産登記
記録の全部
事項証明書
に関し、原
則として本
人から収集
するが、必
要に応じ他
の官公庁か
ら収集

管理番号 荒川市民福祉課04
事務の名称 市有財産の貸付に関する事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 市有財産（未利用地等）の有効活用及び財産確保を図るため

事務の根拠法令等 地方自治法第238条の4、同法第238条の5、民法第593条、同法第601条、秩父市財産規則第22条、秩父市財産の交換、譲
与、無償貸付等に関する条例第4条

対象者の範囲 賃貸借・使用賃借契約締結者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市財産
規則第37条

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市財産
規則第37条

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市財産
規則第37条

7 ◯ 一般的 基本的事項 本籍 その他 本人、実施
機関内（市
民課）、他
の官公庁
（他自治体
戸籍担当部
署）

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市財産
規則第37条

原則として
本人から収
集するが、
必要に応じ
実施機関内
及び他の官
公庁から収
集

9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市財産
規則第37条

10 ◯ 一般的 基本的事項 その他 その他 本人、法務
局

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市財産
規則第37条

不動産登記
記録の全部
事項証明書
に関し、原
則として本
人から収集
するが、必
要に応じ他
の官公庁か
ら収集

管理番号 荒川市民福祉課05
事務の名称 市有財産の借受に関する事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 他者の所有する財産を公有財産として使用するため

事務の根拠法令等 民法第601条、秩父市財産規則第37条

対象者の範囲 賃貸借契約締結者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 他の実施機
関

埼玉県市町
村軽自動車
税事務協議
会

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
442条の2、
同法第446条

有(1)

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

有(1)

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

有(1)

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

有(1)

6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

有(1)

9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号 本人から収
集

本人 有(1)

10 ◯ 一般的 基本的事項 その他 所有する軽
自動車等の
情報

19 ◯ 一般的 心身の状況 障害 本人から収
集

本人

管理番号 荒川市民福祉課06
事務の名称 地方税の賦課に関する事務（軽自動車税・荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 軽自動車及びオートバイクを所有する者に対して税を賦課する

事務の根拠法令等 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、地方税法第442条の2、地方税法第446条

対象者の範囲 定置場が秩父市内にある軽自動車及びオートバイクを所有する者

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 有
基本項目備考１ 基本項目備考２ 警察、公安委員会、弁護士会、裁判

所、日本年金機構など

基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和4年12月28日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
294条

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
294条

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
294条

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
294条

6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
294条

管理番号 荒川市民福祉課07
事務の名称 市税に関する証明交付業務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 市税に係わる証明書の交付

事務の根拠法令等 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例 

対象者の範囲 証明書交付申請者

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 創設的届出
は本人から
の収集、報
告的届出は
届出人から
の収集とな
る。

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
7 ◯ 一般的 基本的事項 本籍 実施機関内 財務部 資産

税課  
地方税の賦
課に関する
事務（固定
資産税）

(3)出版、報
道等により
公にされて
いるとき。

8 ◯ 一般的 基本的事項 国籍
12 ◯ 一般的 家庭生活 親族関係
13 ◯ 一般的 家庭生活 婚姻
15 ◯ 一般的 家庭生活 続柄

管理番号 荒川市民福祉課08
事務の名称 戸籍事務（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 秩父市に本籍を有する者の親族的な身分関係を登録公証し、日本国籍証明する。

事務の根拠法令等 戸籍法第1条

対象者の範囲 秩父市内に戸籍、除籍を有する者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 本人から収
集

本人

4 ◯ 一般的 基本的事項 性別 本人から収
集

本人

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 本人から収
集

本人

6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日 本人から収
集

本人

管理番号 荒川市民福祉課09
事務の名称 印鑑登録事務（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 住民基本台帳に登録されている者で、印鑑を登録した原票の公証及び保管管理

実印と印鑑登録証明書により文書等の作成者が本人であることを証明する
住民基本台帳に登録されている者で、印鑑を登録するため 

事務の根拠法令等 秩父市印鑑条例、秩父市印鑑条例施行規則

対象者の範囲 秩父市住民基本台帳に記載されており、印鑑登録をする者。印鑑登録証明書交付申請者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 有(1)

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
7 ◯ 一般的 基本的事項 本籍
8 ◯ 一般的 基本的事項 国籍
15 ◯ 一般的 家庭生活 続柄

管理番号 荒川市民福祉課10
事務の名称 死体火葬許可事務（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 火葬場の利用及び埋葬等を、公衆衛生その他公共の福祉に支障なく行うため。

事務の根拠法令等 墓地、埋葬に関する法律第8条

対象者の範囲 秩父市に死亡届を提出する者

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録・その他 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 有
基本項目備考１ 基本項目備考２ 秩父広域市町村圏組合
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号

管理番号 荒川市民福祉課11
事務の名称 各種相談業務（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 市民の身近なトラブル、困りごとを解決するため、各種相談室を開設している。

事務の根拠法令等 行政相談員等

対象者の範囲 各種相談の相談者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号

管理番号 荒川市民福祉課12
事務の名称 交通安全に関する事務（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 荒川総合支所管内の交通指導員に関する事務を行う

事務の根拠法令等 秩父市交通指導員及び交通安全教育担当指導員の設置に関する規則、秩父市交通指導員及び交通安全教育担当指導員報
酬支給要綱

対象者の範囲 荒川総合支所管内の交通指導員

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 本人から収
集

本人

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 本人から収
集

本人

9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号 本人から収
集

本人

管理番号 荒川市民福祉課13
事務の名称 体育施設利用受付事務（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 体育施設の利用にあたり、申請書の記入が必要なため。

事務の根拠法令等 秩父市体育施設条例、秩父市体育施設条例施行規則

対象者の範囲 体育施設利用申請者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 有(1)

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他
11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況
12 ◯ 一般的 家庭生活 親族関係
14 ◯ 一般的 家庭生活 居住状況
17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況
19 ◯ 一般的 心身の状況 障害

管理番号 荒川市民福祉課14
事務の名称 災害時要援護者支援事業（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 災害時において障がい者、ひとり暮らし高齢者等が地域の中で支援を受けられるようにするため

事務の根拠法令等 災害対策基本法第56条第1項並びに第60条第1項及び第2項、災害時要援護者の避難支援ガイドライン

対象者の範囲 要援護者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 有
基本項目備考１ 基本項目備考２ 各民生委員、各町会長
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成22年2月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。

14／69



個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 その他 各町会長、
各民生委
員、在宅福
祉員、本人

(4)個人の生
命、身体又
は財産の安
全を守るた
め、緊急や
むを得ない
と認められ
るとき。

有(1)

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日

管理番号 荒川市民福祉課15
事務の名称 一人暮らし高齢者・障がい者等の見守り事業（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 一人暮らし高齢者・重度障がい者等に対しての安否確認並びに緊急時の対応を行うために高齢者の見守り活動・声かけ運動を

行うため

事務の根拠法令等 秩父市一人暮らし高齢者・障がい者等の見守り事業実施要領

対象者の範囲 ７５歳以上の一人暮らし高齢者、その他寝たきり高齢者、高齢者世帯及び重度障がい者のうち、見守り等を必要とする者。

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 有
基本項目備考１ 基本項目備考２ 各民生委員、各在宅福祉員、各町会

長、社協支部長

基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成20年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 有(2)

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
32 ◯ 一般的 社会生活等 職業

管理番号 荒川市民福祉課16
事務の名称 民生委員活動事業（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 民生委員・児童委員が家庭訪問等により、福祉ニーズを把握し、関係機関への連絡調整を行い解決を図るため

事務の根拠法令等 民生委員法

対象者の範囲 民生委員・児童委員

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 有
基本項目備考１ 健康福祉部 基本項目備考２ 秩父市教育委員会、埼玉県民生委員・

児童委員協議会、埼玉県

基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他
36 ◯ 一般的 社会生活等 賞罰

管理番号 荒川市民福祉課17
事務の名称 赤十字奉仕団事業（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 日赤の博愛、人道の精神に基づき、明るい住みよい社会を築き上げていくために、赤十字事業資金の増収を図る赤十字会員

増強運動の実施及び災害救助に関する奉仕活動への従事等を行う。

事務の根拠法令等 秩父市赤十字奉仕団会則

対象者の範囲 市内日本赤十字会員、秩父市赤十字奉仕団員

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成20年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

有(1)

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 本人から収
集

本人

4 ◯ 一般的 基本的事項 性別 本人から収
集

本人

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 本人から収
集

本人

6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日 本人から収
集

本人

9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号 本人から収
集

本人

11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況 本人から収
集

本人

17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況 その他 診療報酬明
細書審査機
関

連名簿

19 ◯ 一般的 心身の状況 障害 実施機関内 健康福祉部 
障がい者福
祉課 

(1)本人の同
意があると
き。

23 ◯ 一般的 経済状況 課税状況 実施機関内 財務部 市民
税課  

(1)本人の同
意があると
き。

管理番号 荒川市民福祉課18
事務の名称 重度心身障害者医療費支給事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 重度心身障害者に対し、医療費の保険適用一部負担に対し助成を行い、福祉の増進を図ることを目的とする。

事務の根拠法令等 秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例
秩父市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

対象者の範囲 身体障害者手帳1級、2級又は3級の障害を有するもの
療育手帳「(A)」、「A」又は「B」の障害を有するもの
埼玉県後期高齢者医療広域連合の定める重度の障害認定を受けているもの

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 なし
基本項目備考１ こども課、社会福祉課 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成20年4月1日 事務変更（届出）日 平成27年1月1日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号
3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他
14 ◯ 一般的 家庭生活 居住状況
16 ◯ 一般的 家庭生活 その他
17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況
18 ◯ 一般的 心身の状況 病歴
19 ◯ 一般的 心身の状況 障害
20 ◯ 一般的 心身の状況 その他
23 ◯ 一般的 経済状況 課税状況 実施機関内 財務部 市民

税課  
地方税の賦
課に関する
事務（住民
税個人）

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

管理番号 荒川市民福祉課19
事務の名称 在宅重度心身障害者手当支給事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 秩父市に住所を有する在宅重度心身障害者に手当を支給し、経済的及び精神的負担の軽減を図る。

事務の根拠法令等 秩父市在宅重度心身障害者手当支給条例
秩父市在宅重度心身障害者給付金交付要綱

対象者の範囲 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和4年12月28日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 有(2)

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号
3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
7 ◯ 一般的 基本的事項 本籍
8 ◯ 一般的 基本的事項 国籍
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況
12 ◯ 一般的 家庭生活 親族関係
13 ◯ 一般的 家庭生活 婚姻
14 ◯ 一般的 家庭生活 居住状況
15 ◯ 一般的 家庭生活 続柄
17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況
18 ◯ 一般的 心身の状況 病歴
19 ◯ 一般的 心身の状況 障害 本人から収

集
本人・保護
者

障害者手帳
の取得状況
を把握

22 ◯ 一般的 経済状況 収入状況 本人から収
集

本人・家族 年金・手
当・健康保
険証の受給
状況を把握

32 ◯ 一般的 社会生活等 職業
33 ◯ 一般的 社会生活等 職歴
34 ◯ 一般的 社会生活等 学歴

管理番号 荒川市民福祉課20
事務の名称 療育手帳（みどりの手帳）交付事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 療育手帳(みどりの手帳)について、知的障がい者（児）から新規申請・再判定申請等を窓口で受付し、埼玉県の審査を経て市に

届いた手帳内容(氏名・住所・手帳番号等)を福祉システムに入力し、窓口で手帳を交付する。

事務の根拠法令等 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年7月23日付け埼玉県告示第1365号) 

対象者の範囲 知的障がい者（児）

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 有
基本項目備考１ 首長部局 基本項目備考２ 教育委員会、児童相談所、医療機関、

障害者施設

基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和4年12月28日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 有(1)

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号
3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他
11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況
12 ◯ 一般的 家庭生活 親族関係
13 ◯ 一般的 家庭生活 婚姻
14 ◯ 一般的 家庭生活 居住状況
15 ◯ 一般的 家庭生活 続柄
16 ◯ 一般的 家庭生活 その他
17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況
18 ◯ 一般的 心身の状況 病歴
19 ◯ 一般的 心身の状況 障害
20 ◯ 一般的 心身の状況 その他

管理番号 荒川市民福祉課21
事務の名称 在宅重度心身障害者自動車等燃料費補助金交付事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 在宅重度心身障害者が移動に要する自動車等の運行に伴う燃料費の一部を補助することにより、経済的負担の軽減と生活の

利便を助長し、福祉の増進を図る

事務の根拠法令等 秩父市在宅重度心身障害者自動車等燃料費補助金交付要綱

対象者の範囲 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 なし
基本項目備考１ 首長部局 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 有(1)

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号
3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他
11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況
12 ◯ 一般的 家庭生活 親族関係
13 ◯ 一般的 家庭生活 婚姻
14 ◯ 一般的 家庭生活 居住状況
15 ◯ 一般的 家庭生活 続柄
16 ◯ 一般的 家庭生活 その他
17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況
18 ◯ 一般的 心身の状況 病歴
19 ◯ 一般的 心身の状況 障害
20 ◯ 一般的 心身の状況 その他

管理番号 荒川市民福祉課22
事務の名称 福祉タクシー利用補助金交付事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 重度心身障害者に対し、福祉タクシー利用料金の一部を補助することにより、障害者の日常生活の利便を図り、障害者福祉の

増進に寄与することを目的とする。

事務の根拠法令等 秩父市福祉タクシー利用補助金交付要綱

対象者の範囲 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 なし
基本項目備考１ 首長部局 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 有(1)

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他
17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況
18 ◯ 一般的 心身の状況 病歴
19 ◯ 一般的 心身の状況 障害
20 ◯ 一般的 心身の状況 その他

管理番号 荒川市民福祉課23
事務の名称 難病患者通院交通費補助金交付事業（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 難病の患者が必要とする治療を容易に受けられるようにするため、通院に要する交通費を一部負担することにより難病の早期治

療を目的とする。

事務の根拠法令等 秩父市難病患者の通院に要する交通費補助金の交付に関する要綱

対象者の範囲 埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱(平成17年埼玉県制定)及び埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱(平
成17年埼玉県制定)の対象となる疾患及び人工透析を行う慢性腎不全の疾患

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 なし
基本項目備考１ 首長部局 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他
11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況
14 ◯ 一般的 家庭生活 居住状況
17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況
18 ◯ 一般的 心身の状況 病歴
19 ◯ 一般的 心身の状況 障害

管理番号 荒川市民福祉課24
事務の名称 在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用給付金交付事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 呼吸器機能障害になり、在宅酸素療法による治療をしている者に対し、酸素濃縮装置の使用に要する電気料の一部を市が給

付することにより障害者の経済的負担を軽減することを目的とする。

事務の根拠法令等 秩父市在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用給付金交付要綱

対象者の範囲 秩父市に住所を有し、酸素濃縮装置を使用する在宅酸素療法による治療を受けている者。

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 本人から収
集

本人

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 本人から収
集

本人

6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日 本人から収
集

本人

9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号 本人から収
集

本人

11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況 本人から収
集

本人

12 ◯ 一般的 家庭生活 親族関係 本人から収
集

本人

13 ◯ 一般的 家庭生活 婚姻 本人から収
集

本人

14 ◯ 一般的 家庭生活 居住状況 本人から収
集

本人

15 ◯ 一般的 家庭生活 続柄 本人から収
集

本人

16 ◯ 一般的 家庭生活 その他 本人から収
集

本人

17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況 本人から収
集

本人

18 ◯ 一般的 心身の状況 病歴 本人から収
集

本人

19 ◯ 一般的 心身の状況 障害 本人から収
集

本人

20 ◯ 一般的 心身の状況 その他 本人から収
集

本人

21 ◯ 一般的 経済状況 資産状況 本人から収
集

本人

22 ◯ 一般的 経済状況 収入状況 本人から収
集

本人

26 ◯ 一般的 経済状況 その他 本人から収
集

本人

31 ◯ 一般的 思想・信条
等

その他 本人から収
集

本人

32 ◯ 一般的 社会生活等 職業 本人から収
集

本人

33 ◯ 一般的 社会生活等 職歴 本人から収
集

本人

34 ◯ 一般的 社会生活等 学歴 本人から収
集

本人

39 ◯ 一般的 社会生活等 その他 本人から収
集

本人

管理番号 荒川市民福祉課25
事務の名称 地域生活支援事業　相談支援事業（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービス

の利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行う。

事務の根拠法令等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

対象者の範囲 障害のある人やその保護者など

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和4年12月28日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 その他 単位老人ク
ラブ

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市保健
福祉事業補
助金交付要
綱第4条第1
項

第3号その他
資料が必要
と認める書
類

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号

管理番号 荒川市民福祉課26
事務の名称 秩父市単位老人クラブ補助金交付事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 単位老人クラブ名簿により会員数を確認し、補助金を交付する。

事務の根拠法令等 秩父市保健福祉事業補助金交付要綱

対象者の範囲 秩父市単位老人クラブの会員（おおむね60歳以上の方）

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 実施機関内 健康福祉部 
高齢者介護
課  

有(1)

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日

管理番号 荒川市民福祉課27
事務の名称 秩父市敬老会に関する事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 敬老会の対象者を確認するため、名簿を作成する。作成した名簿により対象者数を確認し、秩父市社会福祉協議会と敬老会を

開催する。

事務の根拠法令等 なし

対象者の範囲 荒川地域に住所を有する７５歳以上の者及び当該年度に、白寿、米寿、また、金婚を迎える者。

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 有
基本項目備考１ 基本項目備考２ 秩父市社会福祉協議会
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 その他 家族 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市ねた
きり老人等
手当支給条
例第４条

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他 口座情報：

口座名義・
口座番号

11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況
17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況
18 ◯ 一般的 心身の状況 病歴
20 ◯ 一般的 心身の状況 その他 要介護認定

における要
介護度

管理番号 荒川市民福祉課28
事務の名称 秩父市在宅要介護高齢者手当支給事業（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 在宅要介護高齢者手当を支給するため、支給台帳を作成・管理する。

事務の根拠法令等 秩父市在宅要介護高齢者手当支給条例、秩父市在宅要介護高齢者手当支給条例施行規則

対象者の範囲 市内に住所を有し、65歳以上で要介護4又は要介護5と認定された後、その状態が6ヵ月以上継続している方。

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 電磁的記録 処理形態 電子計算機処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人、家族 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市緊急
通報システ
ム事業実施
要綱第５条

有(1)

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他 緊急時連絡

先情報：氏
名・住所・
電話番号・
続柄

11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況
14 ◯ 一般的 家庭生活 居住状況
17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況
18 ◯ 一般的 心身の状況 病歴
19 ◯ 一般的 心身の状況 障害

管理番号 荒川市民福祉課29
事務の名称 緊急通報システム事業（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 緊急通報システム事業を実施するため。

事務の根拠法令等 秩父市緊急通報システム事業実施要綱

対象者の範囲 市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者及び重度の障害者で、身体上の慢性的な疾患等により、日常生活を営む上
で常時注意を要する者であって、同一建物内に通報できる親族が同居していない者、又はひとり暮らしに不安を抱える高齢者
（昼間又は夜間のみ1人になる者を含む）

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 有
基本項目備考１ 基本項目備考２ 秩父広域市町村圏組合
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
16 ◯ 一般的 家庭生活 その他 本人から収

集
本人 入浴設備の

有無

管理番号 荒川市民福祉課30
事務の名称 敬老入浴券交付事務（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 敬老入浴券交付申請を受け付け、敬老入浴券を交付する。敬老入浴券交付台帳を作成・管理する。

事務の根拠法令等 秩父市敬老入浴事業実施要綱

対象者の範囲 市内に住所を有する65歳以上の方

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日

管理番号 荒川市民福祉課31
事務の名称 敬老はり・灸・マッサージ券交付事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 敬老はり・灸・マッサージ券交付申請を受け付け、敬老はり・灸・マッサージ券を交付する。敬老はり・灸・マッサージ券交付台帳

を作成・管理する。

事務の根拠法令等 秩父市敬老マッサージ等事業実施要綱

対象者の範囲 市内に住所を有する70歳以上の方

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人、家族
及び介護申
請者、介護
認定調査立
会者

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

介護保険法
第27条第2項

有(2)

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況 本人から収

集
本人、家族
及び介護申
請者、介護
認定調査立
会者

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

介護保険法
第27条第2項

12 ◯ 一般的 家庭生活 親族関係 本人から収
集

本人、家族
及び介護申
請者、介護
認定調査立
会者

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

介護保険法
第27条第2項

13 ◯ 一般的 家庭生活 婚姻 本人から収
集

本人、家族
及び介護申
請者、介護
認定調査立
会者

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

介護保険法
第27条第2項

14 ◯ 一般的 家庭生活 居住状況 本人から収
集

本人、家族
及び介護申
請者、介護
認定調査立
会者

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

介護保険法
第27条第2項

15 ◯ 一般的 家庭生活 続柄 本人から収
集

本人、家族
及び介護申
請者、介護
認定調査立
会者

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

介護保険法
第27条第2項

16 ◯ 一般的 家庭生活 その他 本人から収
集

本人、家族
及び介護申
請者、介護
認定調査立
会者

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

介護保険法
第27条第2項

17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況 本人から収
集

本人、家族
及び介護申
請者、介護
認定調査立
会者

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

介護保険法
第27条第2項

18 ◯ 一般的 心身の状況 病歴 本人から収
集

本人、家族
及び介護申
請者、介護
認定調査立
会者

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

介護保険法
第27条第2項

管理番号 荒川市民福祉課32
事務の名称 介護認定審査事務
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 要介護認定の審査判定のため

事務の根拠法令等 介護保険法、介護保険法施行法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則、秩父市介護保険条例、秩父市介護保険条例施
行規則、その他要綱

対象者の範囲 要介護認定申請者

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 有
基本項目備考１ 地域包括支援センター 基本項目備考２ 本人、居宅支援事業所
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 その他 本人、家族 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市介護
保険等サー
ビス利用料
助成金交付
要綱第4条

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他 介護保険被

保険者番
号、口座情
報：口座名
義・口座番
号

23 ◯ 一般的 経済状況 課税状況 実施機関内 健康福祉部 
高齢者介護
課 

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市介護
保険等サー
ビス利用料
助成金交付
要綱第2条

26 ◯ 一般的 経済状況 その他 実施機関内 健康福祉部 
高齢者介護
課 

介護保険料
賦課・徴収
事務（旧名　
介護保険料
徴収事務、
高齢者介護
課２７と統
合）

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市介護
保険等サー
ビス利用料
助成金交付
要綱第2条第
1項

介護保険料
の収納状況

管理番号 荒川市民福祉課33
事務の名称 介護保険等サービス利用助成金交付事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 介護保険等サービス利用料助成金を交付するため、支給台帳を作成・管理する。

事務の根拠法令等 秩父市介護保険等サービス利用料助成金交付要綱

対象者の範囲 介護保険の居宅サービス、介護予防サービス及び市が行う在宅支援事業を利用した方で、市民税世帯非課税者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。

33／69



個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日

管理番号 荒川市民福祉課34
事務の名称 秩父市シルバーカード交付事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 シルバーカード交付申請を受け付け、シルバーカードを交付する。

事務の根拠法令等 なし

対象者の範囲 市内に住所を有する65歳以上の方

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書 処理形態 手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成23年4月20日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。

34／69



個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 実施機関内 健康福祉部
高齢者介護
課

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市敬老
祝金支給条
例施行規則
第2条第1項

市長は、条
例第2条に規
定する受給
資格者を決
定するとき
は、住民基
本台帳等に
より受給資
格の有無を
確認するも
のとする。

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日

管理番号 荒川市民福祉課35
事務の名称 秩父市敬老祝金支給事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 敬老祝金の対象者を確認するため、名簿を作成する。

事務の根拠法令等 秩父市敬老祝金支給条例、秩父市敬老祝金支給条例施行規則

対象者の範囲 9月1日を基準日として、秩父市に1年以上住民登録をしている77歳、88歳、99歳の方

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。

35／69



個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 その他 本人、家
族、民生委
員

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況

管理番号 荒川市民福祉課36
事務の名称 救急医療情報キット配布事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 救急医療情報キット配布申請を受け付け、救急医療情報キットを配布する。救急医療情報キット配布台帳を作成・管理する。

事務の根拠法令等 秩父市救急医療情報キット配布事業実施要綱

対象者の範囲 在宅のひとり暮らしで、おおむね65歳以上の方

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成24年2月9日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 その他 本人、家族
3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他
11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況
17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況

管理番号 荒川市民福祉課37
事務の名称 高齢者等配食サービス事業（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 サービス利用者に配食するため、台帳を作成・管理し、利用者を把握・確認する。 

事務の根拠法令等 秩父市高齢者等配食サービス事業実施要綱

対象者の範囲 市内に住所を有し、自分で食事の支度をすることが困難であり、同居の親族等から食事の提供が受けられない状況にある者で
あって、おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者並びに高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者、又は重度心
身障害者

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 その他 家族、介護
者

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他 介護者情

報：氏名・
続柄

11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況
17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況
18 ◯ 一般的 心身の状況 病歴
19 ◯ 一般的 心身の状況 障害
20 ◯ 一般的 心身の状況 その他 要介護認定

における要
介護度

23 ◯ 一般的 経済状況 課税状況 実施機関内 健康福祉部 
高齢者介護
課  

管理番号 荒川市民福祉課38
事務の名称 家族介護用品支給事業（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 家族介護用品（紙おむつ等）を支給するため、支給台帳を作成・管理する。

事務の根拠法令等 秩父市家族介護用品支給事業実施要綱

対象者の範囲 市内に住所を有する市民税非課税世帯で、疾病、災害等により常時、臥床の状態、重度の認知症又はこれに準ずる状態が6か
月以上継続している者であって、秩父市介護保険被保険者で要介護認定において要介護4又は5と判定された者、又は秩父市
ねたきり老人等手当受給者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和4年12月28日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 その他 本人、給与
支払者、秩
父税務署、
官公庁

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
294条、300
条

有(2)

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号 その他 本人、給与
支払者、秩
父税務署、
官公庁

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
294条、300
条

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 その他 本人、給与
支払者、秩
父税務署、
官公庁

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
294条、300
条

4 ◯ 一般的 基本的事項 性別 その他 本人、給与
支払者、秩
父税務署、
官公庁

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
294条、300
条

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 その他 本人、給与
支払者、秩
父税務署、
官公庁

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
294条、300
条

6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日 その他 本人、給与
支払者、秩
父税務署、
官公庁

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
294条、300
条

管理番号 荒川市民福祉課39
事務の名称 地方税の賦課に関する事務（住民税個人・荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 個人住民税の賦課

事務の根拠法令等 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例

対象者の範囲 納税義務者

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 有
基本項目備考１ - 基本項目備考２ -
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号

管理番号 荒川市民福祉課40
事務の名称 投開票管理者・職務代理者及び立会人選任事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 選挙人の中から投開票管理者、職務代理者及び投票立会人を選任する。各候補者又は候補者届出政党からの届出により開

票立会人を選任する。

事務の根拠法令等 公職選挙法第38条、第62条

対象者の範囲 投開票管理者、職務代理者及び立会人

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

秩父市個別
所新規取扱
規程

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号

管理番号 荒川市民福祉課41
事務の名称 防災行政無線戸別受信機貸出事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 防災行政無線戸別受信機の保管証書の提出及び貸出台帳の作成

事務の根拠法令等 秩父市戸別受信機取扱規程

対象者の範囲 戸別受信機貸与者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和4年12月28日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所

管理番号 荒川市民福祉課42
事務の名称 介護予防普及啓発事業（縁側カフェ）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 事業実施区域に住む高齢者や関係団体からの情報を得て、要支援高齢者を把握し、活動や事業を通して、趣味や生きがいを

もってもらうことで、自立生活の助長・社会的孤立の解消を図る。心身機能を維持し、自立した生活を送れるよう支援する。

事務の根拠法令等 なし

対象者の範囲 荒川地域在住の概ね６５歳以上の高齢者と、市長が認めるもの。

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録・その他 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。

42／69



個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況
17 ◯ 一般的 心身の状況 心身状況

管理番号 荒川市民福祉課43
事務の名称 移送サービス事務（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 なし 個人情報の区分 個人情報
事務の目的及び概要 在宅の虚弱高齢者及び身体障害者で、公共交通機関を利用する事が困難な者に対し、医療機関への移送サービスを実施す

ることにより、福祉の充実に寄与することを目的とする。

事務の根拠法令等 秩父市移送サービス事業条例

対象者の範囲 おおむね６５歳以上の虚弱高齢者又は身体障害者であって、公共交通機関を利用する事が困難な者で次の各号に該当する者
又は市長が必要と認めた者とする。
（１）　市内の大滝、中津川、三峰、荒川久那、荒川上田野、荒川日野、荒川小野原、荒川白久、荒川贄川の区域に住所を有す
る者
（２）　自家用車等で送迎できる同居の家族がいない者

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号
3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他 住民票コー

ド

管理番号 荒川市民福祉課44
事務の名称 個人番号カード等交付事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 個人番号の通知カードや個人番号カード（電子証明書）の交付（発行）等により、社会保障・税番号制度の基盤整備に資する。

事務の根拠法令等 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、個人番号カードの交付等に関する事務処理要
領、公的個人認証サービス事務処理要領

対象者の範囲 原則として秩父市に住民票がある者

事務区分 固有 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成27年10月5日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年2月2日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 その他 市民課、さ
いたま地方
法務局秩父
支局

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
381条及び第
382条

有(2)

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(7)他の実施
機関又は国
の機関、独
立行政法人
等、他の地
方公共団体
若しくは地
方独立行政
法人から提
供を受けて
いるとき。

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 その他 市民課、さ
いたま地方
法務局秩父
支局

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
381条及び第
382条

4 ◯ 一般的 基本的事項 性別 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(7)他の実施
機関又は国
の機関、独
立行政法人
等、他の地
方公共団体
若しくは地
方独立行政
法人から提
供を受けて
いるとき。

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 その他 市民課、さ
いたま地方
法務局秩父
支局

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法第
381条及び第
382条

6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(7)他の実施
機関又は国
の機関、独
立行政法人
等、他の地
方公共団体
若しくは地
方独立行政
法人から提
供を受けて
いるとき。

9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号 本人から収
集

本人 (1)本人の同
意があると
き。

管理番号 荒川市民福祉課45
事務の名称 地方税の賦課に関する事務（固定資産税・荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 土地及び家屋に税金を賦課する

事務の根拠法令等 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例

対象者の範囲 秩父市に土地及び家屋を所有する者

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 有
基本項目備考１ 市民税課、収納課、市民課 基本項目備考２ 埼玉県
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 実施機関内 市民課、市
民税課、資
産税課

住民基本台
帳事務、課
税事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 実施機関内 市民課、市
民税課、資
産税課

住民基本台
帳事務、課
税事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

4 ◯ 一般的 基本的事項 性別 実施機関内 市民課、市
民税課、資
産税課

住民基本台
帳事務、課
税事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 実施機関内 市民課、市
民税課、資
産税課

住民基本台
帳事務、課
税事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

7 ◯ 一般的 基本的事項 本籍 実施機関内 市民部 市民
課  

戸籍事務 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

収集元は他
市の場合も
あり

8 ◯ 一般的 基本的事項 国籍 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

収集元は他
市の場合も
あり

9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号 その他 本人、およ
び実施機関
内

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

10 ◯ 一般的 基本的事項 その他 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

口座番号等

11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況 本人から収
集

本人 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

12 ◯ 一般的 家庭生活 親族関係 実施機関内 市民部 市民
課  

戸籍事務 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

収集元は他
市の場合も
あり

13 ◯ 一般的 家庭生活 婚姻 実施機関内 市民部 市民
課  

戸籍事務 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

地方税法、
国税徴収法
第141条

収集元は他
市の場合も
あり

管理番号 荒川市民福祉課46
事務の名称 地方税の徴収に関する事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 市税・国保税を徴収するため

事務の根拠法令等 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例

対象者の範囲 市民およびその他の納税義務者

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 なし
基本項目備考１ 基本項目備考２
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民健康保
険法、国民
健康保険法
施行令、国
民健康保険
法施行規則
等

有(1)

3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民健康保
険法、国民
健康保険法
施行令、国
民健康保険
法施行規則
等

4 ◯ 一般的 基本的事項 性別 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民健康保
険法、国民
健康保険法
施行令、国
民健康保険
法施行規則
等

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民健康保
険法、国民
健康保険法
施行令、国
民健康保険
法施行規則
等

6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民健康保
険法、国民
健康保険法
施行令、国
民健康保険
法施行規則
等

9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号 本人から収
集

本人

11 ◯ 一般的 家庭生活 家庭状況 本人から収
集

本人

13 ◯ 一般的 家庭生活 婚姻 他の実施機
関

市民部 市民
課  

戸籍事務 (2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民健康保
険法、国民
健康保険法
施行令、国
民健康保険
法施行規則
等

管理番号 荒川市民福祉課47
事務の名称 保険給付の支給に関する事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 地域医療の確保及び地域住民の健康保持増進のため、医療保険制度の中核として国民健康保険事業の健全な運営を行う

事務の根拠法令等 国民健康保険法、国民健康保険法施行令、国民健康保険法施行規則、国民健康保険条例準則の一部を改正する条例参考
例（平成12年3月31日事務連絡）

対象者の範囲 他の医療保険に非加入で、その市町村に住所を有する人、国保組合の組合員と組合員の世帯に属する人

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録・その他 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 有
基本項目備考１ 基本項目備考２ 埼玉県国民健康保険団体連合会
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号
3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名 実施機関内 市民部 市民

課  
住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民年金法

4 ◯ 一般的 基本的事項 性別 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民年金法

5 ◯ 一般的 基本的事項 住所 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民年金法

6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民年金法

8 ◯ 一般的 基本的事項 国籍 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民年金法

9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号 本人から収
集

本人

10 ◯ 一般的 基本的事項 その他 本人から収
集

本人

15 ◯ 一般的 家庭生活 続柄 実施機関内 市民部 市民
課  

住民基本台
帳事務

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民年金法

22 ◯ 一般的 経済状況 収入状況 実施機関内 財務部 市民
税課  

地方税の賦
課に関する
事務（住民
税個人）

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

国民年金法

管理番号 荒川市民福祉課48
事務の名称 各種届出、申出等に関する事務
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 市民の国民年金受給権確保のため、国民年金の資格届出・保険料免除申請等を適正に処理し、円滑に年金事務所へ進達す

る。また、老齢・障害等基礎年金裁定請求及び受給者死亡等の手続きについて適正な処理を行い、健全な国民年金生活の維
持・向上に寄与することを目的とする。 
国民年金法等に基づく法定受託事務及び社保連携を円滑に遂行するため

事務の根拠法令等 国民年金法・国民年金法施行令

対象者の範囲 20歳以上60歳未満の国民年金被保険者及び任意加入者、国民年金受給者

事務区分 共通 事務処理委託 なし
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 有
基本項目備考１ 基本項目備考２ 日本年金機構
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 他の実施機
関

庁内の関係
部署、他の
市町村

(2)法令又は
条例に定め
があると
き。

災害対策基
本法施行規
則第８条の
５

有(1)

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号
3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
15 ◯ 一般的 家庭生活 続柄
39 ◯ 一般的 社会生活等 その他

管理番号 荒川市民福祉課49
事務の名称 被災者台帳の作成に関する事務（荒川総合支所）

部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 被災者支援について「支援漏れ」や「手続の重複」をなくし、中長期にわたる被災者支援を総合的かつ効率的に実施するため、

個々の被災者の被害状況や支援状況、配慮事項等を一元的に集約する。

事務の根拠法令等 災害対策基本法、災害対策基本法施行規則

対象者の範囲 秩父市の市域にかかる災害の被災者であり、当該災害により何らかの被害を受けた者

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 なし 外部提供 有
基本項目備考１ 基本項目備考２ 他の市町村等
基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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個人情報取扱事務登録簿

行
選
択
大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名

旧条例の規
定

根拠法令 備考
目的外利用/
目的外提供

1 ◯ 共通情報 共通情報 共通情報 本人から収
集

本人 本人から収
集以外に、
住民基本台
帳法施行令
第12条の規
定により、
職権による
住民票の記
載等を行
う。（実態
調査、他市
区町村から
の通知）

有(2)

2 ◯ 一般的 基本的事項 個人番号
3 ◯ 一般的 基本的事項 氏名
4 ◯ 一般的 基本的事項 性別
5 ◯ 一般的 基本的事項 住所
6 ◯ 一般的 基本的事項 生年月日
7 ◯ 一般的 基本的事項 本籍
8 ◯ 一般的 基本的事項 国籍
9 ◯ 一般的 基本的事項 電話番号
10 ◯ 一般的 基本的事項 その他 住民票コー

ド

15 ◯ 一般的 家庭生活 続柄

管理番号 荒川市民福祉課50
事務の名称 住民基本台帳事務（荒川総合支所）
部　署 市長　荒川総合支所　市民福祉課
個人番号の取扱 有 個人情報の区分 特定個人情報
事務の目的及び概要 住民の居住関係の公証や住民に関する記録を正確かつ統一的に行うため

事務の根拠法令等 住民基本台帳法、住民基本台帳法施行令、住民基本台帳法施行規則、秩父市個人情報保護条例等

対象者の範囲 秩父市に住所を有する者、住民票等交付申請者及び住民異動をする者及び届出人等

事務区分 共通 事務処理委託 有
記録形態 文書・電磁的記録 処理形態 電子計算機処理・手処理
目的外利用 有 外部提供 有
基本項目備考１ 市民税課、資産税課、収納課、保険年金

課、障がい者福祉課、こども課、高齢者介
護課、保健センター、生活衛生課、下水道
課

基本項目備考２ 教育委員会、選挙管理委員会、農業委
員会、秩父広域市町村圏組合消防本
部

基本項目備考３

基本項目備考４

事務開始（届出）日 平成17年4月1日 事務変更（届出）日
事務廃止日 最終更新日 令和5年1月19日

管理番号 個人情報取扱ファイル名称
利用個人情報ファイルは登録されていません。
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